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要支援 区分

算定単位

短期集中リハビリテーション

加算
１日

認知症短期集中リハビリテー

ション実施加算
1日

移行支援加算 1日

（Ⅰ）

（Ⅱ）

事業所評価加算 １月

退院時共同指導加算 １回

口腔連携強化加算 1月

業務継続計画未策定減算 １月

高齢者虐待防止措置未実施減算 １月

身体拘束廃止未実施減算 1月

基本料金(1割負担)

※負担割合証に応じて計算されます。
要支援１・２ 298 1回 訪問リハビリを1回20分実施した場合、算定します。

介護予防訪問リハビリテーション　介護サービス費・利用料

費用(円） 算定

単位
備考

サービス提供体制強化加算
6

１回 サービスを提供する職員の勤続年数等により、いずれかを算定します。

3

各種加算 費用(円） 備考

200
医師又は医師の指示を受けた理学療法士等が、利用者に対してその退院(所)日または認定日から起

算して3月以内の期間に個別リハビリテーションを集中的に行った場合、算定します。

基本料金から

10％の減算
身体拘束等の適正化を図るための措置が講じられていない場合、減算します。

240

医師又は医師の指示を受けた理学療法士等が利用者に対してその退院(所)日または通所開始日から

起算して3月以内の期間に認知症リハビリテーションを集中的に行った場合算定します。(1週間に

2日を限度）

基本料金から

1％の減算
感染症もしくは災害のいずれか又は両方の業務継続計画が未策定時は減算します。

-5 １回
利用を開始した日に属する月から起算して12月を超えた期間に介護予防訪問リハビリテーション

を行った場合、減算します。

-50 １回 事業所の医師がリハビリテーション計画書の作成に係る診療を行わなった場合、減算します。

120

厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護予防訪問リ

ハビリテーション事業において、評価対象期間の満了日の属する年度の次年度内に限り１月につ

き所定単位数を算定します。

17
厚生労働省が定める移行支援プロセスを行い評価対象機関に一定の基準を超えた場合、算定しま

す。　※加算算定を開始する月の前年の同月から起算して12月まで算定します。

基本料金から

1％の減算
虐待の発生又はその再発を防止するための措置が講じられていない場合、減算します。

　　　　　　※　上記は１割負担の場合について記してありますが、負担割合証に応じて1～3割で計算されます。

　　　　　　※　通常の事業の実施地域を超えて行う事業に要する交通費として、以下の実費を徴収します。

　　　　　　　　(1)事業所の実施地域を超えて片道10キロメートル未満　1キロメートルごとに200円

　　　　　　　　(2)事業所の実施地域を超えて片道10キロメートル以上　1キロメートルごとに300円

600

入院中の者が退院するに当たり、訪問リハビリ事業所の医師又は理学療法士等が、退院前カン

ファレンスに参加し、退院時共同指導を行った後に、初回の訪問リハビリを行った場合に算定し

ます。

利用開始日の属する月から

12月超減算

診療未実施減算

同一建物減算
基本料金から

10％の減算
1回

事業所と同一建物の利用者、又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上のサービスを行う

場合、減算します。

50

事業所の従業者が、口腔の健康状態の評価を実施した場合において、利用者の同意を得

て、歯科医療機関及び介護支援専門員に対し、当該評価の結果を情報提供した場合に、算

定します。


